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(注) １ 当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２ 第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

３ 平成24年度第３四半期連結累計期間及び平成24年度の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 自己資本比率は、((四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末少数株主持

分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 
平成24年度 
第３四半期 
連結累計期間

平成25年度 
第３四半期 
連結累計期間

平成24年度

 

(自 平成24年 
   ４月１日 
 至 平成24年 
    12月31日)

(自 平成25年 
   ４月１日 
至 平成25年 
    12月31日)

(自 平成24年 
   ４月１日 
 至 平成25年 
     ３月31日)

経常収益 百万円 67,214 68,077 88,815

経常利益 百万円 12,135 17,609 14,357

四半期純利益 百万円 6,163 10,078 ―

当期純利益 百万円 ― ─ 5,544

四半期包括利益 百万円 3,939 21,941 ―

包括利益 百万円 ― ─ 21,086

純資産額 百万円 250,391 287,897 267,535

総資産額 百万円 4,603,049 4,811,580 4,662,055

１株当たり四半期純利益
金額

円 23.35 38.19 ―

１株当たり当期純利益 
金額

円 ― ─ 21.00

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 
金額

円 ― 38.19 ―

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額

円 ― ─ ―

自己資本比率 ％ 5.35 5.89 5.65
 

 
平成24年度 
第３四半期 
連結会計期間

平成25年度 
第３四半期 
連結会計期間

 

(自 平成24年
10月１日

至 平成24年
12月31日)

(自 平成25年
10月１日

至 平成25年
12月31日)

１株当たり四半期純利益
金額

円 8.66 12.73
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当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

  

２ 【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある事項の発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」について重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安の定着による輸出の持ち直し、設備投資の増

加、個人消費の底堅い推移など、景気回復に向けた動きが見られました。しかしながら、中東情勢、原

油の高騰など海外経済の先行き不透明感や日中関係の悪化、消費財の輸入価格の上昇など、本格的な景

気回復に向けては依然として懸念材料が残る状況となりました。 

このような中、当行は、本年度からスタートした第5次長期経営計画において、①「お客さまに合っ

たソリューションの提供」としてこれまで進めてきた≪知恵と親切の提供≫～「3つのブランド戦略」

の深化～、②「地域経済への更なる貢献」としてニュービジネスへのサポート体制強化や地域ブランド

普及、③「強靭な経営基盤の構築」として人財の育成・活用や内部管理体制の強化に取り組み、収益力

強化や経費削減、リスク管理を高度化し、「地域社会との共存共栄」の実現による当行の企業価値向上

に努めてまいりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は、4,811,580百万円（前連

結会計年度末比149,524百万円増加）、純資産は287,897百万円（同20,362百万円増加）となりました。 

 主要な勘定残高は、預金等（譲渡性預金を含む）が個人・法人預金の順調な増加により4,290,235百

万円（同105,696百万円増加）、また貸出金は事業性貸出・消費者向け貸出・地公体向け貸出の順調な

増加により2,885,391百万円（同62,829百万円増加）、有価証券は債券の減少を中心に1,447,256百万円

（同39,241百万円減少）となりました。 

当第３四半期連結累計期間の損益につきましては、経常利益は前年同期比5,473百万円増益の17,609

百万円、四半期純利益は同3,915百万円増益の10,078百万円となりました。 

  

なお、当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載をしておりませ

ん。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況
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当第３四半期連結累計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題についての重要

な変更、または、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。

  

「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記

載しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。 

  

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(3) 研究開発活動

(4) 従業員数

(5) 生産、受注及び販売の実績

(6) 主要な設備
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    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

  

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000
 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年12月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年２月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 265,450,406 265,450,406
東京証券取引所 
（市場第一部）

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 265,450,406 265,450,406 ― ―
 

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年10月１日～ 
平成25年12月31日

─ 265,450 ─ 33,076 ─ 23,942
 

(6) 【大株主の状況】

6



  

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、

記載することができませんので、直前の基準日である平成25年９月30日の株主名簿により記載しており

ます。 

  

平成25年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式944株が含まれております。 

  

平成25年９月30日現在 

  

  

該当事項はありません。 

なお、平成25年６月25日開催の定時株主総会において取締役に就任いたしました、小八木 一男、西

基宏はそれぞれ審査部長、大阪支店長の委嘱を受けました。 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ―──── ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ────― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式 ―──── ─────

1,585,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

261,165 ─────
261,165,000

単元未満株式
普通株式

―──── 一単元(1,000株)未満の株式
2,700,406

発行済株式総数 265,450,406 ────― ―────

総株主の議決権 ―──── 261,165 ―────
 

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社滋賀銀行

滋賀県大津市浜町１番38号 1,585,000 ─ 1,585,000 0.59

計 ― 1,585,000 ─ 1,585,000 0.59
 

２ 【役員の状況】
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１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類

は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。 

  

２ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自 平成25年

10月１日 至 平成25年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年

12月31日）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けてお

ります。 

  

第４ 【経理の状況】
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

    前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部    
  現金預け金 73,233 218,042
  コールローン及び買入手形 158,022 139,754
  買入金銭債権 9,659 9,228
  商品有価証券 476 972
  金銭の信託 7,780 9,088
  有価証券 1,486,497 1,447,256
  貸出金 ※1 2,822,561 ※1 2,885,391
  外国為替 5,683 6,750
  その他資産 49,980 45,215
  有形固定資産 59,005 58,347
  無形固定資産 1,441 1,854
  繰延税金資産 1,241 1,073
  支払承諾見返 24,802 24,915

  貸倒引当金 △38,331 △36,309

  資産の部合計 4,662,055 4,811,580

負債の部    
  預金 4,090,014 4,189,913
  譲渡性預金 94,524 100,321
  コールマネー及び売渡手形 14,303 25,531
  債券貸借取引受入担保金 10,135 16,327
  借用金 80,424 80,974
  外国為替 114 107
  社債 20,000 20,000
  その他負債 29,519 28,403
  退職給付引当金 15,179 15,155
  役員退職慰労引当金 305 17
  睡眠預金払戻損失引当金 794 779
  利息返還損失引当金 91 82
  偶発損失引当金 254 290
  繰延税金負債 5,176 12,002
  再評価に係る繰延税金負債 8,854 8,843
  負ののれん 23 14

  支払承諾 24,802 24,915

  負債の部合計 4,394,520 4,523,682
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（単位：百万円）

    前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部    
  資本金 33,076 33,076
  資本剰余金 23,969 23,969
  利益剰余金 138,249 146,684

  自己株式 △959 △974

  株主資本合計 194,336 202,755

  その他有価証券評価差額金 58,488 69,562
  繰延ヘッジ損益 △171 292

  土地再評価差額金 10,864 10,925

  その他の包括利益累計額合計 69,182 80,780

  新株予約権 － 21

  少数株主持分 4,016 4,339

  純資産の部合計 267,535 287,897

負債及び純資産の部合計 4,662,055 4,811,580
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

     
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

経常収益 67,214 68,077
  資金運用収益 44,092 41,882
    （うち貸出金利息） 33,081 31,620
    （うち有価証券利息配当金） 10,653 9,927
  役務取引等収益 9,273 9,505
  その他業務収益 11,133 14,444
  その他経常収益 ※1 2,714 ※1 2,245

経常費用 55,079 50,468
  資金調達費用 3,493 3,242
    （うち預金利息） 2,287 1,858
  役務取引等費用 2,909 3,062
  その他業務費用 6,996 7,623
  営業経費 35,599 34,748

  その他経常費用 ※2 6,080 ※2 1,791

経常利益 12,135 17,609

特別利益 3 13
  固定資産処分益 3 13

特別損失 371 247
  固定資産処分損 218 144

  減損損失 153 102

税金等調整前四半期純利益 11,767 17,375

法人税、住民税及び事業税 4,092 5,494

法人税等調整額 1,264 1,530

法人税等合計 5,356 7,024

少数株主損益調整前四半期純利益 6,410 10,351

少数株主利益 247 272

四半期純利益 6,163 10,078

         
 

11



  
【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

   
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,410 10,351

その他の包括利益    
  その他有価証券評価差額金 △2,657 11,126

  繰延ヘッジ損益 185 463

  その他の包括利益合計 △2,471 11,590

四半期包括利益 3,939 21,941

（内訳）    
  親会社株主に係る四半期包括利益 3,673 21,616
  少数株主に係る四半期包括利益 265 324
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  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

当行は、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員退職慰労金を打ち切り支給すること及び株式報酬型

ストック・オプション制度を導入することを平成25年６月の定時株主総会において決議いたしました。

このため、当第３四半期連結累計期間において当行役員に対する役員退職慰労引当金を取り崩し、打ち

切り支給分188百万円を「その他負債」に含めて表示しております。 

  

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 

  

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

  

※１  その他経常収益には、次のものを含んでおります。 

  

  

※２ その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

  

  

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(追加情報)

(四半期連結貸借対照表関係)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間 

(平成25年12月31日)

破綻先債権額 868百万円 930百万円

延滞債権額 64,033百万円 55,879百万円

３ヵ月以上延滞債権額 475百万円 260百万円

貸出条件緩和債権額 25,259百万円 26,268百万円

合計額 90,637百万円 83,339百万円
 

(四半期連結損益計算書関係)

 
前第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年12月31日)

償却債権取立益 1,452百万円 478百万円
 

 
前第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年12月31日)

貸倒引当金繰入額 2,623百万円 917百万円

貸出金償却 2,125百万円 424百万円

株式等売却損 ― 102百万円

株式等償却 849百万円 15百万円
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当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び

のれんの償却額は、次のとおりであります。 

  

  

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

  

１  配当金支払額 

  
２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 
  

   該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

  

１  配当金支払額 

  
２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 
  

   該当事項はありません。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 
前第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年12月31日)

減価償却費 2,636百万円 1,874百万円

負ののれん償却額 △8百万円 △8百万円
 

(株主資本等関係)

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日 
定時株主総会

普通株式 791 ３ 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

平成24年11月12日 
取締役会

普通株式 791 ３ 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金
 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日 
定時株主総会

普通株式 791 ３ 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年11月11日 
取締役会

普通株式 791 ３ 平成25年９月30日 平成25年12月10日 利益剰余金
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  当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  金融商品関係について記載すべき重要なものはありません。 

  

※１ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認

められるものは、次のとおりであります。 

※２ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載して

おります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

(注)  時価は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格に基づいております。 

  

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(金融商品関係)

(有価証券関係)

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間(平成25年12月31日)

 
四半期連結貸借対照表 

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

国債 7,514 7,459 △54

地方債 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 7,514 7,459 △54
 

２．その他有価証券

前連結会計年度(平成25年３月31日)

  取得原価(百万円)
連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 60,536 111,756 51,220

債券 1,265,085 1,296,834 31,749

 国債 484,291 493,455 9,164

 地方債 327,395 339,333 11,937

 社債 453,399 464,045 10,646

その他 75,620 75,406 △213

合計 1,401,242 1,483,998 82,755
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(注) １. 四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）は、当第３四半期連結会計期間末日（連結会計年度末

日）における市場価格等に基づいております。 

   ２．上表には、時価を把握することが極めて困難なものは含めておりません。 

   ３. その他有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に

比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価

をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累

計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。  

 前連結会計年度における減損処理額は、2,125百万円(全額株式)であります。  

 当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、ありません。 

    また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会

社区分ごとに次のとおり定めております。 

   破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については第３四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて下落し

ている場合、要注意先については第３四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場

合、正常先については第３四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合又は30％以

上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。 

   なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意

先以外の債務者であります。 

  

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

  

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(平成25年12月31日)

  取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表 

計上額(百万円)
差額(百万円)

株式 60,112 142,785 82,673

債券 1,177,378 1,195,554 18,176

 国債 454,044 459,605 5,560

 地方債 299,511 306,609 7,098

 社債 423,822 429,339 5,517

その他 99,022 97,255 △1,767

合計 1,336,512 1,435,595 99,082
 

(金銭の信託関係）

(デリバティブ取引関係)
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び

算定上の基礎は、次のとおりであります。 

(注) 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

中間配当 

平成25年11月11日開催の取締役会において、第127期の中間配当につき次のとおり決議しました。 

  

(１株当たり情報)

   
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

(１)１株当たり四半期純利益金額 円 23.35 38.19

(算定上の基礎)      

 四半期純利益 百万円 6,163 10,078

 普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

 普通株式に係る四半期純利益 百万円 6,163 10,078

 普通株式の期中平均株式数 千株 263,900 263,868

(２)潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益金額

円 ― 38.19

(算定上の基礎)      

 四半期純利益調整額 百万円 ― ―

 普通株式増加数 千株 ― 42

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益金
額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変
動があったものの概要

  ― ―

 

(重要な後発事象)

２ 【その他】

中間配当金額 791百万円

１株当たりの中間配当金 ３円

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月10日
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成26年２月５日

株式会社滋賀銀行 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社滋賀銀行の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成

25年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 
  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社滋賀銀行及び連結子会社の平成25

年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人トーマツ
 

指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士  木 村 幸 彦     ㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士  河 津 誠 司     ㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士  鈴 木 朋 之     ㊞

 

 

※ １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書

提出会社が別途保管しております。

  ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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